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本日の説明会の進ষについて
� 本市職員による説明（40分损২）
第1編 本市ガス事業の在り方に関する検討経過
Ⅰ 大津市ガス事業の概要について
Ⅱ ガスの小売全面自由化について
Ⅲ 本市ガス事業を取り巻く環境の変化と経営課題について
Ⅳ 新たなガス事業の在り方検討について
Ⅴ 新会社がষう事業範囲等ついて

第2編 今後の取り組み予定
Ⅰ 今後の取り組み予定
厴卛資厄

� 質疑応答（20分损২）
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本日お伝えしたいことのポイント
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既に複数の大口のお客様が他社にスイッチング（=ీ৺匪の変ಌ）されてい
ます。

公営でガス事業を経営すると平成34ফ২以ఋ峄っと捭捐となるৄ匸みです。

捭捐を卆消するためにはガス厄সを捛上岼せ峀るを千ないと考えています。

有掟者委員会で參印な拘りガス厄সの捛上岼をせ峄に匂き続き安い厄সでガ
スを供給するための仕組みを検討しました。
公共施設等運営権という勧২を活用し、ガス管は本市が保有したまま事業を
効厾化することとしました。

市とড়の共出資による新会社を設য়し、この新会社が平成31ফ4月か
ら主としてガス小売事業をষうことができるよう手続きを進めています。
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第1編
本市ガス事業の在り方に関する

検討経過
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大津市ガス供給区域大津市ガス供給区域大津市ガス供給区域大津市ガス供給区域

１ ガス事業の概要と供給区域

Ⅰ 大津市ガス事業の概要について

大津市は、全国的にも珍しく公営
でガス事業を行っています
（公営ガス事業者は、平成28年9月時点で
26事業者、都市ガス事業者全体の約1/8程度
で、滋賀県内においては本市以外は民間事業
者がガスを供給している）。

本市のガス事業は、大阪瓦斯(株)
からガスを購入し、基メーターを経
由し、市内にガスを受入れ、本市が
敷設したガス導管等の施設を通じて、
お客様(市民)にガスの供給・販売を
行っています。

大津市ガス供給区域大津市ガス供給区域大津市ガス供給区域大津市ガス供給区域

市内の総世帯の市内の総世帯の市内の総世帯の市内の総世帯の
約約約約65%にガスをにガスをにガスをにガスを
お届けしていますお届けしていますお届けしていますお届けしています
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３ ガス施設・業務概要 （平成28ফ২実績） ４ 用ಥ厌供給挪拧成比

本市ガス事業 都市ガス事業 ＬＰガス事業

液化石油ガス法
・都市ガス事業の附
帯事業として運営

ガス事業法
・ガス小売事業者登録
・一般ガス導管事業者許可

２ 本市ガス事業の内容

中 圧 A 整 圧 器 10か所 20基

地 区 整 圧 器 58か所 66基

導管(本支管）భশ 1,279kｍ

供 給 叐 包 96,429叐

ফ  販 売  169,184,959㎥

供給区域及厾 70.3％

※LPガスは除く （平成28ফ২実ౚ） 6
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M

基メーター

大阪ガス㈱
の導管

G

G

（ტ捁）G：ガバナ（整圧器）
M：メーター
Ｖ：ガスバルブ

（ガス圧ৡ区分）
中圧A：0.31.0عMPa
中圧B：0.10.3عMPa
低 圧：0.1عMPa

M

大大大大 津津津津 市市市市 企企企企 業業業業 局局局局 導導導導 管管管管 エエエエ リリリリ アアアア

M

M

Ｖ

Ｖ 供給管

M

Ｖ

Ｖ
商業施設、工場等

大規模工場等

一般家庭等

５ 都市ガスが届くまで（全体イメージ）
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Ⅱ ガスの小売全面自由化について

１ ガスの小売全面自由化とは

国の制度が変わり、平成２９年４月からガスの小売全面自由化ガスの小売全面自由化ガスの小売全面自由化ガスの小売全面自由化が始まりました。

現在、敷設されているガス導管を利用して、これまでの都市ガス会社（大津市の場合は企
業局）だけでなく、新しく参入する会社もガスをお客様に販売（小売）することができるよ新しく参入する会社もガスをお客様に販売（小売）することができるよ新しく参入する会社もガスをお客様に販売（小売）することができるよ新しく参入する会社もガスをお客様に販売（小売）することができるよ
うになりました。うになりました。うになりました。うになりました。新規参入の会社が現れた場合、お客様はガス小売会社を選ぶことができるお客様はガス小売会社を選ぶことができるお客様はガス小売会社を選ぶことができるお客様はガス小売会社を選ぶことができる
ようになります。

出典：経済産業省 資源エネルギー庁 ホームページより
8
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大津市企業局大津市企業局大津市企業局大津市企業局

２ 自由化後のガス供給イメージ

●大津市●大津市●大津市●大津市企業局もしくは新規参入ガス会社の都市ガス企業局もしくは新規参入ガス会社の都市ガス企業局もしくは新規参入ガス会社の都市ガス企業局もしくは新規参入ガス会社の都市ガス
を大津市を大津市を大津市を大津市企業局企業局企業局企業局が整備したが整備したが整備したが整備したガス管を通じてガスを購入ガス管を通じてガスを購入ガス管を通じてガスを購入ガス管を通じてガスを購入
できるようになります。できるようになります。できるようになります。できるようになります。

新規参入ガス会社新規参入ガス会社新規参入ガス会社新規参入ガス会社

（本市ガス供給区域に新規参入のガス会社が現れた場合）

(契約先変更）契約先変更）契約先変更）契約先変更）

(契約先変更）契約先変更）契約先変更）契約先変更）
9
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ガスの小売全面自由化に伴うガス事業法の改正より、これまでガス導ガスの小売全面自由化に伴うガス事業法の改正より、これまでガス導ガスの小売全面自由化に伴うガス事業法の改正より、これまでガス導ガスの小売全面自由化に伴うガス事業法の改正より、これまでガス導
管（パイプライン）の整備や維持管理、保安を担う管（パイプライン）の整備や維持管理、保安を担う管（パイプライン）の整備や維持管理、保安を担う管（パイプライン）の整備や維持管理、保安を担う導管事業導管事業導管事業導管事業とガスの仕とガスの仕とガスの仕とガスの仕
入、販売を担う入、販売を担う入、販売を担う入、販売を担う小売事業小売事業小売事業小売事業とに区分されました。とに区分されました。とに区分されました。とに区分されました。

ガスの小売全面自由化に伴うガス事業法の改正より、これまでガス導ガスの小売全面自由化に伴うガス事業法の改正より、これまでガス導ガスの小売全面自由化に伴うガス事業法の改正より、これまでガス導ガスの小売全面自由化に伴うガス事業法の改正より、これまでガス導
管（パイプライン）の整備や維持管理、保安を担う管（パイプライン）の整備や維持管理、保安を担う管（パイプライン）の整備や維持管理、保安を担う管（パイプライン）の整備や維持管理、保安を担う導管事業導管事業導管事業導管事業とガスの仕とガスの仕とガスの仕とガスの仕
入、販売を担う入、販売を担う入、販売を担う入、販売を担う小売事業小売事業小売事業小売事業とに区分されました。とに区分されました。とに区分されました。とに区分されました。

【【【【平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年４月４月４月４月からからからから】】】】

ガス販売

料金徴収

託送料金（管の使用料）

【【【【これまでこれまでこれまでこれまで】】】】

法法法法
改改改改
正正正正

お客様

（一般家庭）

（工場･商業施設等）
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１ 本市ガス事業を取り巻く環境の変化

新規厴ো事業者が現れた場合、ガス小売に関する自由競争の募৶が௮き、の
サービスも合わ峅た൹客の囲い匸み匆勭に、価卺体系や厄সメニューを機動にৄ
直し、自由競争環境に対応していく必要があります。

本市においては、現時点で一般家庭向けの新規参入
はありませんが、家庭向け以外のফ使用ీ৺挪１ڬ
万㎥以上の大口需要家などにおいては、新規参入事業
者とのৄ捑峬り合わせや入ై等による価格競争が始まっ
ています。
今後、本市のガス供給区域内に家庭用の新規参入事
業者が現れた場合、顧客を確保していくため機動的に厄
সメニュー等をৄ卟し、自由競争環境に対応していく必
要があると考えております。

Ⅲ 本市ガス事業を取り巻く環境の変化と経営課題について

11

１ 価格競争の激化
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① ৢ勼、電気、家事代ষサービス等の代৶又事業
② 電気販売事業
③ 機器リース事業
④ セキュリティサービス事業
⑤ 生活安心サービス（ガス機器点検等）
⑥ 崐ンジニ崊リングサービス（匚崐崵・創崐崵のための提案） 等

ড়の小売事業者等が提供する新たなサービス

既存顧客基盤を活用した新たな収入源の確保
サービス提供による顧客掫拒২の向上
スイッチングの抑止 12

2 お客様サービスの多様化

お客様にと峍ては、え峚次のような新たなサービスの提供がষわれることにより、生
活がより匏になります。
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2 本市ガス事業が抱える課題

ガス小売全面自由化などに伴い、本市ガス事業は次のガス小売全面自由化などに伴い、本市ガス事業は次のガス小売全面自由化などに伴い、本市ガス事業は次のガス小売全面自由化などに伴い、本市ガス事業は次の4444つのつのつのつの課題を抱えるこ課題を抱えるこ課題を抱えるこ課題を抱えるこ
とになります。とになります。とになります。とになります。
ガス小売全面自由化などに伴い、本市ガス事業は次のガス小売全面自由化などに伴い、本市ガス事業は次のガス小売全面自由化などに伴い、本市ガス事業は次のガス小売全面自由化などに伴い、本市ガス事業は次の4444つのつのつのつの課題を抱えるこ課題を抱えるこ課題を抱えるこ課題を抱えるこ
とになります。とになります。とになります。とになります。
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①①①① 地方公営企業である本市ガス事業は、料金等の設定や活動（予算の決定や事業地方公営企業である本市ガス事業は、料金等の設定や活動（予算の決定や事業地方公営企業である本市ガス事業は、料金等の設定や活動（予算の決定や事業地方公営企業である本市ガス事業は、料金等の設定や活動（予算の決定や事業
の実施等）に、議会の議決や調整等が必要であるため、機動的な対応が困難であるの実施等）に、議会の議決や調整等が必要であるため、機動的な対応が困難であるの実施等）に、議会の議決や調整等が必要であるため、機動的な対応が困難であるの実施等）に、議会の議決や調整等が必要であるため、機動的な対応が困難である
こと。こと。こと。こと。

本市ガス事業では、一般家庭に新規参入事業者が現れ、価格競争が必要になっ
た場合、議会等の議決が必要な場合があるなど、ড়十業に比峣価格面での機
動的な対応が難しい側面があります。
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②②②② 地方公営企業である本市ガス事業は、「住民の福祉の増進」という目的以外の地方公営企業である本市ガス事業は、「住民の福祉の増進」という目的以外の地方公営企業である本市ガス事業は、「住民の福祉の増進」という目的以外の地方公営企業である本市ガス事業は、「住民の福祉の増進」という目的以外の
サービスの提供や他のサービスとのセットでの料金設定サービスの提供や他のサービスとのセットでの料金設定サービスの提供や他のサービスとのセットでの料金設定サービスの提供や他のサービスとのセットでの料金設定（セット（セット（セット（セット販売）が制度上行販売）が制度上行販売）が制度上行販売）が制度上行
えないこと。えないこと。えないこと。えないこと。

本市ガス事業では、ガスの導管整備や販売以外、他のエネルギー事業等（電気
やৢ勼等）のサービスを組み合せて、販売することが勧২上できません。

14
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ガス系プロパー現役職員の退職者数 ガス系プロパー現役職員在籍数 ガス系プロパー出身再任用在籍者数

（人）

緊急保安体制を全て直営で
構築する場合の必要最低人員数

２４名

現ষの緊急保安体制（委）
を継続する場合の必要最低人員数

１８名

※退職した現役職員は、โফ২から5ফ
間再任用職員として在籍する前提で算定
している（H29.11時点）

図 ガス系プロパー職員数の推移と緊急保安体制維持に必要な人員数

現役職員だけで緊急保安体制構築必要する場合の
人員割込みが想定される時期

（ফ২）

【18名内訳】

３名６班体制２班待機（常時６名）

【6名内訳】

保責１名、通信１名、現場対応２x2名

③③③③ 職員の高齢化や国も進める公務員の職員定数抑制に伴い、緊急保安体制を維職員の高齢化や国も進める公務員の職員定数抑制に伴い、緊急保安体制を維職員の高齢化や国も進める公務員の職員定数抑制に伴い、緊急保安体制を維職員の高齢化や国も進める公務員の職員定数抑制に伴い、緊急保安体制を維
持していくのが難しくなります。持していくのが難しくなります。持していくのが難しくなります。持していくのが難しくなります。

・体制をガス系プロパー職員のみで構築する場合、平成31ফ২匆ఋ、人員勘ଌにより運営に
支障をきたす可能性があります。 また、退職者の急増によりノウハウの継承が困難になります。15
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H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

売上高(左軸) 11,75710,96210,86710,79610,78310,77010,72110,64710,59210,55010,50710,46410,41910,37110,32210,27610,23010,18310,13410,08310,032 9,981

当期損益(右軸) 243 1 17 151 51 △ 56 △ 118 △ 152 △ 77 △ 59 △ 192 △ 78 △ 189 △ 211 △ 152 △ 167 △ 189 △ 204 △ 218 △ 242 △ 266 △ 288

販売(m3) 163.1 146.3 144.9 143.9 143.8 143.7 142.9 141.6 140.8 140.2 139.7 139.1 138.5 137.9 137.4 136.9 136.5 136.1 135.6 135.1 134.6 134.2

10,770

△ 56

△ 400

△ 300

△ 200

△ 100

0

100

200

300

400

500

600

△ 8,000

△ 6,000

△ 4,000

△ 2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
公営継続 ガス事業全体売上高・当期損益推移（単位；売上高：百万円） （単位；当期損益：百万円）

H31-H50
損益ྸੑ

△2,640百万円

ガス事業全体の当期損益はH34ਰఋஊがಲਢ

④④④④ 本市ガス事業をこのまま公営で継続し、新規参入事業者へ本市ガス事業をこのまま公営で継続し、新規参入事業者へ本市ガス事業をこのまま公営で継続し、新規参入事業者へ本市ガス事業をこのまま公営で継続し、新規参入事業者へのスイッチングがのスイッチングがのスイッチングがのスイッチングが
進むと、厳しい経営状況となり進むと、厳しい経営状況となり進むと、厳しい経営状況となり進むと、厳しい経営状況となり、その結果、ガス、その結果、ガス、その結果、ガス、その結果、ガス料金の上昇を招く可能性がある料金の上昇を招く可能性がある料金の上昇を招く可能性がある料金の上昇を招く可能性がある
こと。こと。こと。こと。

公営を継続した場合、大口のお客様のీ৺挪減少やスイッチング等による売上ৈ
の減少によって、H34以ఋ捭捐が継続することが想定されます 16



OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

本市では、これまでに幾度かのガス事業民営化等の検討を行いましたが、その結果とし本市では、これまでに幾度かのガス事業民営化等の検討を行いましたが、その結果とし本市では、これまでに幾度かのガス事業民営化等の検討を行いましたが、その結果とし本市では、これまでに幾度かのガス事業民営化等の検討を行いましたが、その結果とし
て、公営でのガス事業継続の判断を示してきました。て、公営でのガス事業継続の判断を示してきました。て、公営でのガス事業継続の判断を示してきました。て、公営でのガス事業継続の判断を示してきました。
しかししかししかししかし、この度の「ガス小売全面自由化の施行、この度の「ガス小売全面自由化の施行、この度の「ガス小売全面自由化の施行、この度の「ガス小売全面自由化の施行」は、公営ガス事業者にとってかつて」は、公営ガス事業者にとってかつて」は、公営ガス事業者にとってかつて」は、公営ガス事業者にとってかつてなななな

いいいい大きな経営環境大きな経営環境大きな経営環境大きな経営環境のののの変化であり、この変化に速やかに対応する必要があると考え、本市に変化であり、この変化に速やかに対応する必要があると考え、本市に変化であり、この変化に速やかに対応する必要があると考え、本市に変化であり、この変化に速やかに対応する必要があると考え、本市に
おける新たなガス事業の在り方の検討を開始しました。おける新たなガス事業の在り方の検討を開始しました。おける新たなガス事業の在り方の検討を開始しました。おける新たなガス事業の在り方の検討を開始しました。

１ ガス小売全面自由化の決定から今日までの検討経過
Ⅳ 新たなガス事業の在り方検討について

平成28ফ1月 平成29ফ4月からガス小売全面自由化することが決定
平成28ফ4月 電ৡの自由化が施ষ
平成28ফ11月 本市公営インフラ事業の在り方検討の方向性を公表
平成29ফ4月 ガスの小売全面自由化が施ষ

本市ガス事業の在り方検討に関する基本方針案を公表
有掟者委員会を設厒・第1回卻者卑員会を৫ಈ

平成29ফ5月 第2回卻者卑員会を৫ಈ
検討状況を市議会に報告

平成29ফ6月 本市ガス事業の在り方検討に関する基本方針を決定・公表
平成29ফ7月 第3回・第4回卻者卑員会を৫ಈ

お客様アンケート調査実施
平成29ফ8月 第5回卻者卑員会を৫ಈ
平成29ফ9月 第6回卻者卑員会を৫ಈ

検討状況を市議会に報告
平成29ফ10月 有掟者委員会から答申を匃ける
平成29ফ11月 2回にわたり検討状況を市議会に報告

17
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２ 本市ガス事業の在り方検討の目的

18

三方よし三方よし

【大津市のニーズ】
①市ড়ニー崢の卬
②持続可能な事業の推進
③将来コストの縮減

地域経済
【地域経済のニーズ】
①地元企業の活躍
②地元雇用の創出
③地域の活性化

市ড়
（お客様）
市ড়

（お客様）

【お客様のニーズ】
①安心安全な暮らし
②ᆛなガス厄স
③充実したサービス

「お客様よし」

「地域よし」 「官よし」
大津市

お客様の暮らしは
こう変わる!

②緊急時対応がより一層充実します

①安い厄সでガスをお届けし続けます

③新たなサービスを提供できます

新会社において緊急時対応要員を新たに雇
用することにより匒代卦代がষわれることに匎
え、本市職員を新会社に派遣することで本市
の緊急時対応のノウハウを継承していきます

本市と新会社とのీ৺において、現ষ厄সを
上限とすることを定め、値上げを抑制します

公営では提供できないサービス（え峚電気
などとのセ崫ト販売や匍回りఊ৶サービスなど）
を新会社の創意工夫によりお客様に提供する
ことができるようになります
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� 本調査を実施することにより、本市ガス事業のお客様が、今後のガス事業に求めているこ
と（મস、サービス内容、હఝサービス等）をન化する

� また、お客様が社षの契約ಌをਫ਼ୈする件ृಌの可能性について、体的にཔ
握する

� जの、ਗ਼ৡঽ化における契約ಌ状யृ現在の本市ガス事業षのଌ২等もཔ握す
る

１ 調査目的

２ 調査概要
項目 実施結果

実施方法 調査票郵送方式アンケート

質問数 全13問（A4用紙４ページ分）

回答期間 7月13日（木）7ع月27日（木）

アンケート配布数 3,000件（本市ガス事業顧客名簿より無作為抽出）

回収結果 1,059件（回収૨：35.3%）

3 お客様アンケート調査について
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《今後のガス導管事業のあり方について》 問12-2

36.6 

59.2 

65.3 

49.3 

35.7 

29.7 

7.7 

1.1 

0.9 

0.2 

0.1 

0.3 

6.1 

3.9 

3.8 

市のまちづくり施策

の反映が必要

老朽ガス管の計画的

な整備

緊急時対応の充実

強く思う 思う どちらでもない 思わない 無回答

ｎ=1,059 （単位：％）

� ガス導管事業については下記のとおりとなりました。
� ガスれ等の緊急時対応のౄ実が必要：「強く思う」、「思う」が9割超
� ഠᄺガス導管等のੑ画的なಌ新が必要：「強く思う」、「思う」が9割超
� 市の政策が事業に反映されることが必要：「強く思う」、「思う」が約8.5割

《今後のガス小売事業のあり方について》 問12-1

33.9 

58.2 

8.3 

52.6 

36.3 

35.9 

7.4 

2.1 

33.9 

0.7 

0.2 

15.0 

5.5 

3.3 

6.9 

料金の安さ

安全かつ安定した

供給

サービスの多様化

強く思う 思う どちらでもない 思わない 無回答

ｎ=1,059 （単位：％）

� ガス小売事業については下記のとおりとなりました。
� サービスの多様化（セット販売等）が必要：「強く思う」、「思う」が4割超
� 安全かつ安定したガス供給が必要：「強く思う」、「思う」が9割超
� મসの安さが必要：「強く思う」、「思う」が約9割

多くのお客様が、
①安心安全な暮らし
を重視されていることが
わかります

多くのお客様が、
①安心安全な暮らし
②低ᆛなガス厄স
③充実したサービス
を重視されていることが
わかります

20
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4 有掟者委員会（大津市ガス事業の在り方検討委員会）について
� 本ফ4月に本市ガス事業の在り方検討にあたり必要な事項について、調査、審議
するため有掟者委員会（大津市ガス事業の在り方検討委員会）を設厒しました

� 委員は次の5名です

委員শ
赤井 ಇ（大ଚ大৾大৾ব公共政策ଢ଼ఐઇ౸）

ౢ委員শ
草薙 ઌ（ௗಛয়大৾৽ੋ৾ઇ౸）

委員
ஒਉ みどり（大津市地ୠ性੮体連合会）
本城 ਫ（本城公ੳ会ੑ事ਜ所所শ）
山形 ೨（ఉ૧法人ঢ়ਧ法્ಅ事ਜ所ఉ૧）
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【答申】
大津市ガス事業の在り方について検討した結果、ガスの小売全面自由化への対応、安心で

安全なガス事業における緊急৳安体制を持続さ峅る௴点から、定なীෲ結果も౷まえ、
大津市において公営でガス事業を継続することは困難であると判断する。

公営方式に代わる事業運営形態としては、市とড়事業者との官ড়৴掠による新会社を設
য়したうえで、公共施設等運営権勧২を活用する方式が定勯面及び定挪面の評価から最
適であると考える。勠ჾ方式を用いることで、小売事業に関してはড়経営ু法の導োや
ড়ノウハウの活用による機動な事業推進を卾৳し、導管事業に関しては市が一般ガス導
管事業者としてのி務を継続し、緊急৳安体制等の業務に関しては新会社にষわ峅ることで、
技術の継承を含めて持続可能な体制の構築が期待できる。

上卌の方針ధびに本卑員会で議厱した事ඨを౷まえ、大津市においては、本答申書に卌ൗ
された事ඨを厝ীに意された上で、本卅に関する実施方針を策定し、「お客さまよし」、「地域
よし」、「官よし」の「三方よし」の実現に向け、平成31ফ4月から新たな方式での事業実施が
実現できるよう、取り組みを進められたい。

平成29ফ10月6日厏けで、有掟者委員会より答申危を匃৶しました

※答申書の詳細については、大津市企業局ホームページをご覧ください。
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� 今後の事業運営方式について、有識者委員会において以下の３つの方式につい今後の事業運営方式について、有識者委員会において以下の３つの方式につい今後の事業運営方式について、有識者委員会において以下の３つの方式につい今後の事業運営方式について、有識者委員会において以下の３つの方式につい
て検討しました。て検討しました。て検討しました。て検討しました。

① 公営方式（現状）

② 公共施設等運営権（コンセッション）方式

③ ড়営化方式

関厂法ഥ等の規定にజい、公厗（大津市）が直ம事業を実施する方式です。
ガス事業の場合は、これまでどおり大津市が事業主体となり事業を継続していくことになりま

す。

官ড়が৴して事業を実施するু法の一つで、ガス事業の場合、ガス導管などの資産を
公厗（大津市）が৳卻したまま、峇の運営勻を、一定期ড়事業者に厏ଖし、ড়事
業者がガスの供給や厄সඉ厓などの事業を実施する方式です。
これにより事業運営がড়のノウハウで実施されるともに、公厗はড়事業者から運営勻

対価を得ることができる場合もあります。

公厗がষ峍ている事業の一部ྼは全部をড়に売ే等して、ড়の事業者が自ମの事
業(商売)として自由に厄স設定をষえるとともに、売ే等した事業の卣（事業範囲）に
応峂て、要৫やガス導管の整厵などもড়事業者のଇで実施してষく方式です。

5 有掟者委員会における事業運営方式の検討

23

※次のスライドで少し詳しく説明します
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公共施設等運営権方式（公共施設等運営権方式（公共施設等運営権方式（公共施設等運営権方式（PFIPFIPFIPFI法に基づく方式）とは法に基づく方式）とは法に基づく方式）とは法に基づく方式）とは
• 公共施設の公共施設の公共施設の公共施設の所有権を公共が有したまま所有権を公共が有したまま所有権を公共が有したまま所有権を公共が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定、施設の運営権を民間事業者に設定、施設の運営権を民間事業者に設定、施設の運営権を民間事業者に設定

• 公共と民間で有期の契約を締結して事業を実施公共と民間で有期の契約を締結して事業を実施公共と民間で有期の契約を締結して事業を実施公共と民間で有期の契約を締結して事業を実施

• 公共主体が施設を所有するため、民間の新会社に固定資産税がかからない公共主体が施設を所有するため、民間の新会社に固定資産税がかからない公共主体が施設を所有するため、民間の新会社に固定資産税がかからない公共主体が施設を所有するため、民間の新会社に固定資産税がかからない

• PFIPFIPFIPFI法に法に法に法に基づき、、、、公共主体（大津市）が条例公共主体（大津市）が条例公共主体（大津市）が条例公共主体（大津市）が条例で料金上限等を設定することができることか料金上限等を設定することができることか料金上限等を設定することができることか料金上限等を設定することができることか
ら、現在の低廉な料金水準を念頭に置いた上限を設定することも可能ら、現在の低廉な料金水準を念頭に置いた上限を設定することも可能ら、現在の低廉な料金水準を念頭に置いた上限を設定することも可能ら、現在の低廉な料金水準を念頭に置いた上限を設定することも可能

大津市
ガス管などの

所有権 新会社
(公共施設等運営権者)

運営権設定

ガス管などを使って収入
を੭るऒधがदऌる権ਹ

(公共施設等運営権)

お客様ガスの供給

ガスમস支払

運営権実施契約

大津市の
において運営権者が設定૭ચな
મসのを定ीるऒधがदऌる

図 公共施設等運営権制২の仕組み（本件の場合）

※PFI法は、「ড়間資স等のણ用による公共施設等のତ等のയਤにঢ়する法」のറู 24
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公共施設等運営権方式を活用した場合の新会社の経営シミュレーション

25

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

売上高(左軸) 11,452 11,341 11,324 11,305 11,219 11,090 10,968 10,891 10,852 10,764 10,696 10,626 10,561 10,500 10,440 10,379 10,315 10,249 10,183 10,118

当期損益(右軸) 32 44 64 75 71 88 90 97 91 97 97 99 99 92 87 82 77 71 65 59

販売 144.9 143.9 143.8 143.7 143.0 141.8 141.0 140.5 140.0 139.5 138.9 138.4 137.9 137.4 137.0 136.5 136.1 135.6 135.1 134.7

△ 400

△ 300

△ 200

△ 100

0

100

200

300

400

500

600

△ 8,000

△ 6,000

△ 4,000

△ 2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

公共施設等運営権 新会社売上高・当期損益推移（中間パターン）
（単位；売上高：百万円） （単位；当期損益：百万円）

H31-50損益ྸੑ

＋1,575百万円

公共施設等運営権方式の場合の新会社は、H50までహ捐が継続することが想定さ
れます
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・ 公共施設等運営権方式の場合の本市は、ガス供給区域の拡張や経ফガス管のಌ新など必要
な設備投資を計画的に実施しており、 H50まで現ষの投資規掌を維持すると、今の託送厄では
H39及びH41以ఋ概峗捭捐となることが想定されます
・ただし、公営継続の導管事業の当期損益に比して、人件費の削減効果により匳ఒするৄ匸です

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50

売上高(左軸) 3,474 3,467 3,461 3,454 3,447 3,440 3,431 3,419 3,408 3,396 3,383 3,369 3,353 3,337 3,321 3,305 3,287 3,269 3,250 3,232

各ケース共通(右軸) 180 316 220 105 51 26 87 83 △ 27 70 △ 34 △ 50 16 9 △ 5 △ 12 △ 19 △ 36 △ 53 △ 66

〔参考〕公営継続導管事業(右軸) 109 248 145 30 △ 23 △ 51 17 21 △ 97 5 △ 104 △ 124 △ 60 △ 66 △ 82 △ 89 △ 95 △ 112 △ 129 △ 143

△ 400

△ 300

△ 200

△ 100

0

100

200

300

400

500

600

△ 8,000

△ 6,000

△ 4,000

△ 2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

公共施設等運営権 大津市当期損益推移（単位；売上高：百万円） （単位；当期損益：百万円）

H31-50損益ྸੑ
＋862百万円
△600百万円

設備投資計画のৄ卟しにより匳ఒがৄ匸める
（H30に設備投資計画のৄ卟しを実施匨定）

公共施設等運営権方式を活用した場合の本市の経営シミュレーション
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今後の本
市ガス事
業にとって
最適な事
業運営形
態は「公共
施設等運
営権方式」
であると考
えられま
す。

6 今後の本市ガス事業にとって最適な事業運営形態

27

事業運営
形態 定性的評価 定的評価 

市の損益・収支 ড়の૭ચ性 

公営方式 △ 

・小売事業における機
的なમস設定ृฑ
軟な営業施策が困難 

・低ᆛなમসの維持が
可能 

・緊急保安体制の構築
が困難 

・市の施策を反映した
導管ಌ新が可能 

✕ 

・損益:H34 ਰఋ赤字
(小売は H30 ਰఋ) 

・収支:H29 ਰఋ赤字 
 

－ － 

公共施設
等運営権

方式 
○ 

・小売事業における機
的なમস設定ृฑ
軟な営業施策が可能 

・મস上の設定が可
能 

・緊急保安体制を構築
しつつ、市のノウハ
ウ継承が可能 

・市の施策を反映した
導管ಌ新が可能 

△ 

・損益:Ｈ39 ਰఋ概ね
赤字 

・収支:Ｈ34 ਰఋ概ね
赤字 

・損益・収支ともに公
営継続より改善 

 
○ 

・新会社は損益・収支
ともに H50 までహ
字 

 

ড়
営
化
方
式 

ガス
事業
全体
譲渡 

△ 

・小売事業における機
的なમস設定ृฑ
軟な営業施策が可能 

・定期間を超इるમ
স上の༃൶が困難 

・緊急保安体制の構築
が可能 

・市の施策を反映した
導管ಌ新はできない 

✕ 

・現状の純資産額を下
回る譲渡収入しか
ৄめない 

 
△ 

・収支が概ね継続的に
赤字となるৄみ
であることからড়
間にとढてのྟৡ
は乏しい 

・ただし、ಌなる収支
改善ができる事業
者がいれば、参画の
可能性はありうる 

小売
事業
のみ
譲渡 

△ 

・小売事業における機
的なમস設定ृฑ
軟な営業施策が可能 

・定期間を超इるમ
স上の༃൶は困難 

・緊急保安体制の構築
が困難 

・市の施策を反映した
導管ಌ新が可能 

✕ 

・現状の売上を下回る
譲渡収入しかৄ
めない 

・導管事業のコスト削
減にはならない ○ 

・収支が概ね継続的に
హ字となることか
らড়間にとढての
ྟৡはある 
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• 新会社の事業範囲については、自由化への対応と市の施策動向、人材・組織面の
課題卆決の厥য়を৯匦すため小売事業及び導管事業の一部業務とする方向で検
討を進めます

１ 新会社の事業範囲

事業範囲

安心、安全で効厾的なガス
事業継続のため、小売事業と
導管事業の一部業務を実施

計画的な
導管整備・ಌ新

小売事業

緊急保安
維持管৶ 等

導管
小売

新会社 大津市

＜事業範囲のイメージ＞
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Ⅴ 新会社がষう事業範囲等ついて
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・ガバナンス
（મস、サービ
ス内容、出資法
人・地元連携）
・モニタリング
（監視）

・需要家保安業務
（消費機器調査）
（安全使用周知）

・ガス供給設備の整備
（導管等の整厵ಌ新工事）

・内管工事

ガ
ス
小
売
事
業

都市ガスの調達

小売厄সの設定

都市ガスの販売・営業

需要家保安業務

（消費機器調査）

（安全使用周知）

厄স収ವ・ษ口業務

一
般
ガ
ス
導
管
事
業

緊急保安、修繕
ガス供給設備の維持・補修

需要家保安業務（導管・内管えい検査）

経営
託送管৶
託送厄সの設定

ガス供給設備の整備（導管等の整備）

ড়

ড়

新会社

２ 新会社と本市の業務分担イメージ

公
共
施
設
等
運
営
権

公
共
施
設
等
運
営
権

公
共
施
設
等
運
営
権

公
共
施
設
等
運
営
権

公 大津市
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� 「モニタリング」とは、市が新会社を監視・評価し、新会社の経営安定性や本市が要求
した業務の匍厜にป峍た事業をຄষしているかなどを崩崏崫崗していくことをいいます。

� 本事業では、新会社によるセ嵓フモニタリング、本市がষうモニタリングに匎え、勭部卻
者による卑員会（第三者モニタリング機関）を設厒し、௧なৄ地から新会社
の経営状況や本市がষうモニタリング結果を評価していただくことを୳定しています。

新会社

本市

第三者モニタリング
機関

新会社に対して実施するモニタリング（監視・評価）イメージ

業務報告危、決厊資厄
等の提出

市のモニタリング結果の
報告 市評価結果峢の勪ৄ

必要に応峂て業務匳ఒ挻ഥ等

３ 新会社に対して実施するモニタリング（監視・評価）のイメージ
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